
する制度が始まります戸籍にフリガナを記載戸籍にフリガナを記載戸籍にフリガナを記載
～ あなたのフリガナを確認してください ～

本籍地がある市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知が順次郵送されます。
※ 本籍地が阿久比町の方は6月末から発送予定です。

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

届出が無かった場合、令和８年５月２６日（火）以降に通知に記載された
フリガナがそのまま記載されます。

通知のフリガナに間違いがある場合は届出をしてください。

■問い合わせ先　法務省コールセンター　☎0570（05）0310
住民医療課戸籍住民係　☎（４８）１１１１（内１１１５） ▲法務省ホームページ

必ず
誤っている場合は

届出をしてください

正しい場合は、届出を
しなくても通知のとおり
戸籍に記載されるから
安心だよ！

戸籍に記載する予定の が届きますフリガナの通知

戸籍にフリガナを記載する取り組みが始まります

通知に記載されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。

広報あぐい　2025.6.1
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